
和歌山県精神保健福祉センター調べ

生きる支援相談窓口一覧 * 相談内容によっては、より専門的な相談機関をご紹介することがあります。

分野別 主な相談内容 相談窓口 電話番号・ファックス・メール 開設時間

令和６年10月１日現在

　　ひとりで抱え込まず相談してください
* フリーダイヤル電話以外の電話代、ファックス代などの通信代は相談者負担です。

* 外国語で相談できるところがあります。各相談窓口にお問い合わせください。

54
発達
障害

発達障害に関する相談
和歌山県発達障害者支援センター
ポラリス

電話　       073-413-3200
ファックス　073-413-3020

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日
午前10時00分から正午、午後1時から午後4時
水曜日　午後1時から午後4時
（8月13日～15日、祝日、年末年始を除く）

55

和歌山県難病・
こども保健相談
支援センター

電話　   　　073-445-0520
ファックス　073-445-0603

月曜日から金曜日
午前9時から午後5時45分
（祝日、年末年始を除く）
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和歌山弁護士会
高齢者・障がい者あんしん電話
相談
http://www.wakaben.or.jp/cons
ul/age-disability.html

電話　  073-425-4165
問い合わせが必要です（要予約）
平日午前10時から正午、午後１時から午後4時
（祝日、年末年始は除く）

57

摂
食
障
害

摂食障害（拒食症や過食症）についての
相談

摂食障害全国支援センター：相
談ほっとライン(国立国際医療研
究センター国府台病院)
https://www.sessyoku-
hotline.jp/ 電話　　047-710-8869

火・木・金曜日　午前９時から午後３時
（祝日、年末年始を除く）
ホームページをご覧の上、お電話ください。
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和歌山県障害児者
サポートセンター

電話      073-441-7070
月曜日から金曜日
午前9時から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

59

和歌山弁護士会
高齢者・障がい者あんしん電話
相談
http://www.wakaben.
or.jp/consul/
age-disability.html

電話　　073-425-4165
問い合わせが必要です（要予約）
平日午前10時から正午、午後１時から午後4時
（祝日、年末年始は除く）

60 県庁障害福祉課
電話　　　073-441-2532
ﾌｧｯｸｽ　　073-432-5567

61
海草振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　073-482-5511
ﾌｧｯｸｽ　　073-482-3786

62
那賀振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　0736-61-0023
ﾌｧｯｸｽ　　0736-61-0013

63
伊都振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　0736-42-0491
ﾌｧｯｸｽ　　0736-42-5468

64
有田振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　0737-64-1291
ﾌｧｯｸｽ　　0737-64-1261

65
日高振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　0738-22-3481
ﾌｧｯｸｽ　　0738-22-8751

66
西牟婁振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　 0739-26-7932
ﾌｧｯｸｽ　　 0739-26-7935

67
東牟婁振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　 0735-21-9610
ﾌｧｯｸｽ　 　0735-21-9639

68
東牟婁振興局健康福祉部串本支所

地域福祉課
電話　　　 0735-72-0525
ﾌｧｯｸｽ　　 0735-72-2739

69

和歌山県障害児者サポートセン
ター

電話　　　073-445-7314
ﾌｧｯｸｽ　　073-446-0036

70

高
齢
者
・
障
が
い
者

高齢者・障がい者（支援者を含む）のた
めの電話相談
*　相談できる方に要件があります

和歌山弁護士会
高齢者・障がい者あんしん電話
相談
http://www.wakaben.or.jp/cons
ul/age-disability.html

電話　　　073-425-4165

問い合わせが必要です（要予約）
相談申込受付時間　月曜日から金曜日
午前10時から正午、午後1時から午後4時
（祝日、年末年始を除く）

高
次
脳
機
能
障
害

脳血管障害や頭部外傷が原因で記憶・
集中力・情緒・遂行機能などに悩みがあ
る方の相談

障
害
者

障害を理由とする差別に関する相談

難
病
患
者
・

長
期
療
養
児

難病患者や長期療養を要するこどもとそ
の家族からの相談

月曜日から金曜日
午前　9時から午後5時45分
（祝日、年末年始を除く）
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